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１．はじめに 

「住生活基本計画（全国計画）」（H28年3月28日

閣議決定）において、目標３「住宅の確保に特に配

慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）

の居住の安定の確保」が示され、「空き家活用の促

進とともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組み

の構築も含めた住宅セーフティネット機能の強化」

が基本的な施策の一つに掲げられた。これに関する

方策の一つとして、増加する戸建て住宅等の民間空

き家を活用し、低額所得者が相対的に低家賃で生活

できる受け皿として、「共同居住型住宅」注１）の供

給を政策的に誘導していくことが効果的である。 

そこで、国土交通省総合技術開発プロジェクト「地

域安心居住機能の戦略的ストックマネジメント技術

の開発（平成27～29年度）」において、平成28年度

に共同居住型住宅の居住水準について検討を行い、

今後の施策展開に係る技術基準案として提示した。 

２．共同居住型住宅の居住水準の検討方法 

 共同居住型住宅は、血縁関係にない複数の者（世

帯）が一つの住宅に居住する。この点を踏まえ、確

保されるべき居住水準について、次の①から⑤の手

順でまず技術的観点から検討した。①住宅に求めら

れる機能（就寝、団らん、調理、食事、排泄、洗面、

入浴、更衣等）を「専用居室」に備えるべき機能と、

「共用空間」に備えるべき機能とに区分、②各機能

の必要面積の原単位について人間工学的視点から検

討、③専用居室の必要面積を検討、④入居者数に応

じた共用空間に備えるべき各設備の面積と必要数に

ついて検討、⑤以上を踏まえ、住宅全体としての居

住面積水準の検討。次に、上記の技術的検討による

原案について、既存のシェアハウスの事例調査・事

業者ヒアリング、空き家の居室等の面積水準の調査

等を通じて社会的妥当性の観点から検討を行い、最

終案を取りまとめた。  

３．共同居住型住宅の居住水準の提案 

空き家を活用した共同居住型住宅の居住水準案を

下表に示す。入居世帯は「単身者」と「ひとり親世

帯」注２）に分けて検討・提案している。 

表 共同居住型住宅の居住水準案 

 単身世帯 ひとり親世帯 

居住

面積

水準 

・居住人数に応じた居住

面積水準は次のとおり

とする。 

居住面積水準（㎡） 

＝15 ㎡×N※＋10 ㎡ 

・居住人数に応じた居住

面積水準は次のとおり

とする。 

居住面積水準（㎡） 

＝17 ㎡×N※＋10 ㎡ 

専用

居室 

・1 人１室とし、9 ㎡以上

（収納を含む） 

・1 世帯１室とし、10 ㎡以

上（収納を含む） 

共用

部分 

・台所、食事室、団らん

室（食事室と兼用可）を

設置する。 

・トイレ、浴室（シャワー

室でも可）・脱衣室、洗

面所、洗濯室は、居住

人数 5 人につき１箇所

の割合で設置する。 

・台所、食事室、団らん

室（食事室と兼用可）、

勉強室を設置する。 

・トイレ、洗面所、洗濯室

は、居住人数 4 人につ

き１箇所、浴室・脱衣室

は数 5 人につき１箇所

の割合で設置する。 

 

４．成果の反映 

 平成29年2月3日に「住宅確保要配慮者に対する賃

貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する

法律案」が閣議決定された。本法案に基づき、空き

家等を活用した住宅確保要配慮者の入居を拒まない

賃貸住宅の登録制度等が創設される予定である。 

本提案をもとに現在、住宅局において、住宅確保

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅としての共同居

住型住宅の登録に係る基準化の検討が行われている。 

注 
1）一つの住宅に複数の賃借人が共同で居住する形態で、各賃

借人は個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・浴

室等を他の賃借人と共同で使用する。 

2）ひとり親世帯の子ども人数は１名で小学生以下を想定する。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 
住宅性能研究官 

(博士(工学)) 

※ N：居住人数。単身はN=2以上、ひとり親世帯はN=4以上 
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１．はじめに 

「住生活基本計画（全国計画）」（H28年3月28日

閣議決定）において、目標１「結婚・出産を希望す

る若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活

の実現」が示された。また、国土交通省の安心居住

政策研究の中間取りまとめ（平成27年４月17日公表）

において、「安心して子育てできる住宅の普及促進

に向けて、ガイドライン(指針)の策定」が今後取り

組むべき主な対策のひとつに掲げられた。 

これを受けて、平成28年度に、子育てに配慮した

住宅（以下「子育て配慮住宅」という。）において

設計上配慮すべき内容について調査研究した。民間

の子育て配慮住宅の水準等の調査、子育て配慮住宅

に係る消費者ニーズに関する調査等を行い、その結

果を踏まえ、技術的及び社会的妥当性の観点から、

子育て配慮住宅のガイドライン案を作成した。 

２．子育て配慮住宅のガイドライン案の概要 

ガイドライン案では、表１に示すように、４つの

視点から、全５０の配慮事項を抽出・整理し、各配

慮事項について、当該項目の必要性、特に配慮が必

要となる子どもの年齢（乳児期、幼児期前期・後期、

小学校低学年・高学年、中学生の区分）、具体の整

備内容や水準等について取りまとめている（表２）。 

また、住宅タイプ（持家戸建て、分譲マンション、

賃貸マンション等）及び新築・既存住宅の別に、配

慮事項の重要度（確保すべき必須項目、確保が望ま

しい項目等）についても整理して示している。 

３．今後の成果の反映 

 本提案をもとに住宅局よりガイドラインとして公

表を予定している。また、ガイドラインに基づき、

子育て住宅の支援制度等が創設される予定である。 

表1 子育て配慮住宅のガイドライン案の配慮事項 

視点 配慮事項 空間対象※ 
１ ．子ど
も や 妊
婦の安
全・安心 

(1) 衝突による事故の防止 専用・共用 
(2) 転倒による事故の防止 専用・共用 
(3) 転落による事故の防止 専用・共用 
(4) ドアや窓での指つめ・指挟みの防止 専用 
(5) 危険場所への侵入や閉じ込みの防止 専用・共用 
(6) 感電や火傷の防止 専用 
(7) 子どもの様子を把握しやすい間取り 専用 
(8) 不審者の侵入の防止 専用・共用 
(9) 落下物による危険の防止 共用・敷地 

(10) 敷地内での自動車事故の防止 敷地 
(11) 交通安全性の高い地域に立地 住環境 
(12) 防犯性の高い地域に立地 住環境 
(13) 地震時の避難経路の安全性 専用・共用 
(14) 災害発生後の避難生活への備え 共用・敷地 
(15) 立地の災害安全性 住環境 

2．子ども
の健や
かな成
長 

(16) 健康に配慮した内装材等の使用 専用 
(17) 日当たりや風通しの確保 専用 
(18) キッチンの広さと使いやすさ  専用 
(19) リビングの広さと使いやすさ 専用 
(20) 浴室の広さや使いやすさ 専用 
(21) 寝室の広さ 専用 
(22) トイレの広さと使いやすさ 専用 
(23) 子どもの自主性を育てる収納や設備 専用 
(24) 土や水に触れられる環境 敷地・共用 
(25) 子どもの成長に合わせた個室の確保 専用 
(26) 子育て親子が交流しやすい環境 共用・住環境 
(27) 地域の多世代と交流しやすい環境 住環境 
(28) 祖父母と交流しやすい環境 専用・共用 
(29) 地域の子育て相談サービスの充実 サービス 
(30) 子どもの預かり支援サービスの充実 サービス 
(31) 保育園・児童保育施設の利便性 住環境 
(32) 幼稚園・幼児教育施設の利便性 住環境 
(33) 小中学校の近接性 住環境 
(34) 教育上ふさわしくない施設がない 住環境 
(35) 子どもが遊べる公園等の利便性 住環境 

3 ．快適
に子育
て で き
る 

(36) 高い遮音性能 専用 
(37) 生活音を許容できるコミュニティ 住環境 
(38) 収納スペースの広さと使いやすさ 専用 
(39) 十分な台数の駐輪場 敷地 
(40) 家事動線に配慮した間取り 専用 
(41) 掃除がしやすい工夫 専用 
(42) 雨の日等でも洗濯物を干せる工夫 専用 
(43) ベビーカーでの移動のしやすさ 共用・敷地 
(44) 子連れでの車での外出のしやすさ 敷地 
(45) 公共交通機関の利用のしやすさ 住環境 
(46) 医療機関の近接性 住環境 
(47) 食料品・日用品の買い物の利便性 住環境 

4 ．親の
快適な
暮らし 

(48) 夫婦のくつろぎ空間の確保 専用 
(49) 通勤の利便性  住環境 
(50) 友人・知人と交流しやすい環境 住環境 

 

表２ 配慮事項の取りまとめの例（概要） 

(1) 衝突による事故の防止 
必要

性 

・乳児期の伝え歩き、幼児期の走り回りにより、壁・柱や家具へ

の衝突による事故のリスクがある。 

年齢 乳児期、幼児期（前期）、幼児期（後期） 

整備 

内容 

①壁の出隅・柱・作り付け家具等の角は面取り加工する。 

②壁の出隅がでない間取りの工夫をする。 

③ドアは引き戸にする、開き戸はドアストッパー等を設ける。 

④共用廊下は玄関ドアが突出しないようアルコーブを設ける。 

写真 

（写真ﾃﾞｰ

ﾀの貼り付

けは不要） 
住宅性能研究官 

(博士(工学)) 

※ 専用：専用部分（戸建住宅及び共同住宅の住戸） 共用：共同住宅の共用部分をいう。 

  住環境には、施設等の立地のほか、地域住民の活動やコミュニティ等を含む。 

3.

生
産
性
革
命

研究動向・成果

子育てに配慮した住宅の
ガイドライン案の作成

住宅研究部　住宅性能研究官
（博士（工学）） 長谷川 洋

（キーワード）　子育て世帯、住宅、子どもの年齢、配慮事項、ガイドライン
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